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○
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農
林
水
産

事

務
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�

公

告

○
開
発
行
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に
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す
る
工
事
の
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了

(

建
築
住
宅
課)

…

�

出
先
機
関

○
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地
改
良
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の
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の
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及
び
退
任
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北
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方

農
林
水
産

事

務

所

…

�

○
道
路
の
位
置
の
指
定

(

十
和
田
県
土

整
備
事
務
所)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
一
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

は
せ
が
わ
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

ア
ッ
プ
ル
調
剤
薬
局
岩
木

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
賀
田
一
丁
目
三
の

二中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
賀
田
一
丁
目
三
の

一
六

平
成
��･

��･

�

〃

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

脇
谷
歯
科
医
院

ふ
じ
た
ク
リ
ニ
ッ
ク

青
森
市
古
川
二
丁
目
六
の
一
二

弘
前
市
大
字
清
水
森
字
沢
田
二
一
の
一

平
成
��･

�･

��

��･

�･

��
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指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百

四
十
二
号)

第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
二
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
三
号

平
成
十
七
年
度
青
森
県
県
民
健
康
・
栄
養
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調

査
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
目
的

青
森
県
民
の
身
体
及
び
栄
養
摂
取
の
状
況
、
生
活
習
慣
並
び
に
歯
科
疾
患
の
実
態
を
把
握
し
、

県
民
健
康
づ
く
り
運
動

｢

健
康
あ
お
も
り
二
十
一｣

の
中
間
評
価
及
び
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
施

策
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
事
項

１

調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

�

身
体
状
況

�

栄
養
摂
取
状
況

�

生
活
習
慣

�

歯
科
疾
患

２

前
項
の
調
査
事
項
の
細
目
は
、
別
に
定
め
る
調
査
票
に
記
載
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

三

調
査
範
囲

調
査
は
、
平
成
十
七
年
国
民
生
活
基
礎
調
査
で
設
定
さ
れ
た
青
森
県
内
の
十
一
地
区
の
満
一
歳

以
上
の
者
に
つ
い
て
行
う
。

四

調
査
期
日

調
査
は
、
平
成
十
七
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
調
査
客
体

ご
と
に
別
に
定
め
る
期
日
に
行
う
。

五

調
査
方
法

調
査
は
、
平
成
十
七
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
身
体
状
況

及
び
歯
科
疾
患
の
調
査
は
医
師
等
調
査
員
に
よ
る
問
診
、
計
測
、
診
査
等
の
方
法
に
よ
り
、
栄
養

摂
取
状
況
及
び
生
活
習
慣
の
調
査
は
調
査
員
が
調
査
票
を
配
布
し
、
及
び
収
集
す
る
方
法
に
よ
り

行
う
。

青
森
県
告
示
第
八
百
四
号

平
成
十
七
年
度
公
共
の
場
及
び
職
場
等
の
喫
煙
対
策
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森

県
統
計
調
査
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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局
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市
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原
三
丁
目
二
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五

八
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市
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城
五
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二
の
五
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森
市
青
葉
一
丁
目
二
の
三
五
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軽
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木
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賀
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三
の
一

六

平
成
��･
�･

�	

��･

･
��

��･

��･
�

��･

��･

�

��･

��･

	

� �



� �

一

調
査
目
的

青
森
県
内
に
お
け
る
市
町
村
、
学
校
、
事
業
所
、
保
育
所
、
医
療
機
関
等
の
喫
煙
対
策
を
把
握

し
、
県
民
健
康
づ
く
り
運
動

｢

健
康
あ
お
も
り
二
十
一｣

の
中
間
評
価
及
び
喫
煙
対
策
に
関
す
る

施
策
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
事
項

１

調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

�

事
業
の
種
類

�

従
業
員
数
の
状
況

�

受
動
喫
煙
防
止
対
策
の
状
況

�

禁
煙
希
望
者
に
対
す
る
支
援
状
況

�

防
煙
及
び
禁
煙
教
育
の
実
施
状
況

２

前
項
の
調
査
事
項
の
細
目
は
、
別
に
定
め
る
調
査
票
に
記
載
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

三

調
査
範
囲

調
査
は
、
青
森
県
の
本
庁
及
び
出
先
機
関
並
び
に
青
森
県
内
の
市
町
村
、
学
校
、
看
護
師
養
成

所
及
び
病
院
は
悉
皆
で
行
い
、
青
森
県
内
の
事
業
所
、
幼
稚
園
、
保
育
所
及
び
診
療
所
は
無
作
為

に
よ
り
抽
出
し
た
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

四

調
査
期
日

調
査
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
現
在
に
よ
っ
て
行
う
。

五

調
査
方
法

調
査
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
十
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
調
査

票
を
郵
送
し
、
及
び
回
収
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

青
森
県
告
示
第
八
百
五
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
百
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所
在
地

指

定

年
月
日

株
式
会
社

東
北
産
業

三
戸
郡
五
戸
町
大

字
豊
間
内
字
地
蔵

平
一
の
八
六
五

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
売
市
訪
問

看
護
サ
ー
ビ
ス

八
戸
市
売

市
一
丁
目

二
の
二
八

平
成

��･

��･

�

名

称

開

設

の

場

所

指
定
年
月
日

東
八
戸
病
院

八
戸
市
大
字
大
久
保
字
西
ノ
平
二
五
の
四
四
〇

平
成
��･

	･


�

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

青
森
市
大
字
小
橋
字
田
川
二
六
番
地

山

口

隆

治

青
森
市
大
字
後
潟
字
大
原
五
一
七
番
地
の
一
七

後

潟

� �
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青
森
県
告
示
第
八
百
八
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
一
箇
月
間
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

青
森
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

河
川
の
名
称

二
級
河
川

堤
川
水
系
横
内
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

青
森
県
妙
見
二
丁
目
四
八
の
二
一
地
先

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

宅
地

二
一
三
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
八
百
九
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
一
箇
月
間
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

青
森
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

河
川
の
名
称

一
級
河
川

岩
木
川
水
系
赤
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

青
森
市
浪
岡
大
字
杉
沢
字
井
の
下
一
二
五
の
一
三
地
先

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

宅
地

一
九
一
・
七
二
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
八
百
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告
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坂

本

利

光

青
森
市
大
字
小
橋
字
福
田
一
二
番
地
の
一

三

上

幸

仁

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区
の

名

称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

大

間

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
下
手
道
三
八

番
地
三

泉

�

實

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平
三
一

番
地
一
七
九

金

澤

綱

良

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
割
石
七
番
地

一
〇

菊

池

爲

作

平
成
十
七
年
十

月
十
九
日
か
ら

同
年
十
一
月
二

日
ま
で

大
間
漁
業
協

同
組
合

� �



� �

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

浦
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

小
山
田

久

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
六
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
及
び

十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
九
日

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
長

小
田
部

幸

夫
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� �� 第2543号�

開
発
区
域

(

工
区)
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
舘
山
字
上
亀
岡
二
七

の
一
及
び
二
八

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
舘
山
字
上
亀
岡
二
六

株
式
会
社
ア
ピ
ー
ル

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃

佐
々
木
千
代
寿

蛯
名

敏
善

瀬
川

桂
吾

佐
々
木
博
英

田
嶋

英
夫

米
内
山
道
良

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
中
岫
平
五
三
の

一〃

〃

〃

字
大
浦
一
七

〃

〃

〃

字
徳
万
才
六
の
一

〃

〃

〃

〃

三
二
の

一〃

七
戸
町
字
野
崎
狐
久
保
一
七
四

〃

東
北
町
大
字
大
浦
字
古
舘
一
九
の
一

平
成

��

･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃

〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

高
松

博
幸

高
松

寿
和

柴
田

英
悦

米
内
山
秀
博

阿
部

義
政

佐
々
木
千
三
郎

蛯
名

義
範

蛯
名

敏
善

大
池

良
一

佐
々
木
千
代
寿

瀬
川

一
郎

瀬
川

桂
吾

高
田

静
雄

高
松

博
幸

高
松

寿
和

米
内
山
道
良

米
内
山
秀
博

阿
部

義
政

佐
々
木
千
三
郎

柴
田

英
悦

〃

〃

〃

字
大
浦
三
〇
の
一

〃

〃

〃

字
白
籏
九
の
四

〃

〃

〃

字
大
浦
一
〇

〃

〃

〃

字
才
市
田
三
二
の

二〃

〃

〃

字
観
音
沢
一
七

〃

〃

〃

字
徳
万
才
三
七

〃

〃

〃

字
堀
ノ
内
五
四

〃

〃

〃

字
大
浦
一
七

〃

〃

〃

字
白
籏
六
〇
の
二

〃

〃

〃

字
中
岫
平
五
三
の

一〃

〃

〃

字
大
長
根
二
四
の

三〃

〃

〃

字
徳
万
才
六
の
一

〃

〃

〃

〃

二
六
の

三〃

〃

〃

字
大
浦
三
〇
の
一

〃

〃

〃

字
白
籏
九
の
四

〃

〃

〃

字
古
舘
一
九
の
一

〃

〃

〃

字
才
市
田
三
二
の

二〃

〃

〃

字
観
音
沢
一
七

〃

〃

〃

字
徳
万
才
三
七

〃

〃

〃

字
大
浦
一
〇

〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

� �
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位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
並

木
西
一
八
二
の
一

六
六
・
三
四
メ
ー
ト
ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成

��

･

��･

�

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


